
年 1.90 ％ ( 変動金利 ）

＼ご存じですか？
／

錦江町×鹿児島相互信用金庫

金利 

融資金額 

対象者 

❶本町に住民登録され、現に居住している
❷町税等を滞納していない
❸学生生徒が奨学プログラムに登録している

進学予定もしくは在学中の
学生生徒をもつ保護者で、
次のいずれにも該当する人

高校生 大学生等 医学部等

３万円 ５万円 ８万円

医・歯・薬・看護
介護福祉学科

返済方法 奨学生の在学期間中は、利息のみ返済。
返済期間は奨学生の卒業後 10 年間。

「錦江町でんしろう奨学ローン」の返済完了分を町が補助する制度があります

・町事業でのボランティア参加
・町内小中学校での講話
・インターンシップ参加　など
◉奨学ローン申込時にLINEで
簡単に登録できます！

奨学プログラムとは…？

条件 町の補助額

 ◉学生生徒が奨学プログラムに登録している
 ◉町税等を滞納していない 利子に相当する額

 ◉学生生徒が卒業している
 ◉学生生徒が在学中または卒業３年以内に奨学プロ
    グラムに参加した

利子+元金の10％の額

 ◉卒業後10年以内に町内に居住または町内事業所に
　 就職、起業した 利子+町に帰ってきた時点

から返済した元金分の額
 ◉町内の医療機関、介護事業所で、医師・看護師・介護
　 福祉士として従事した 利子+元金の全額

条件によって、町の補助額が変わります。

返済額の一部または全額を
町が補助します！

例❶　卒業して５年後に錦江町に戻り、町内事業所に就職した場合
　 →利子分と、帰郷後に返済した元金分を補助します。
例❷　卒業して５年後に錦江町に戻り、町内医療機関で看護師として従事した場合
　 →利子分と、融資した元金の全額を補助します。

◉お問い合わせ先　教育課　☎ 22-0517

錦江町でんしろう奨学金制度錦江町でんしろう奨学金制度
通常の教育ローンより優遇される「錦江町でんしろう奨学ローン」
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問
鹿
児
島
運
輸
支
局
登
録
部
門

☎
０
５
０
‐
５
５
４
０
‐
２
０
８
９

問
軽
自
動
車
検
査
協
会
（
鹿
児
島
事

務
所
）

☎
０
５
０
‐
３
８
１
６
‐
１
７
６
１

問
鹿
児
島
地
域
振
興
局
自
動
車
税
課

☎
０
９
９
‐
２
６
１
‐
５
６
１
１

県
で
は
、「
中
小
企
業
・
小
規
模
企

業
の
振
興
に
関
す
る
か
ご
し
ま
県
民

条
例
」
に
基
づ
き
、「
中
小
企
業
・

小
規
模
企
業
振
興
施
策
に
関
す
る
推

進
計
画
」
を
毎
年
度
策
定
し
て
い
ま

す
。
令
和
７
年
度
に
県
が
実
施
す
る

様
々
な
中
小
企
業
・
小
規
模
企
業
の

振
興
施
策
の
周
知
・
活
用
を
図
る
と

国
家
資
格
で
す
。
本
試
験
へ
の
挑

戦
が
大
き
く
輝
く
未
来
の
た
め
の

ス
テ
ッ
プ
に
な
り
ま
す
。

試
験
日 　

６
月
７
日
土

試
験
会
場  

鹿
児
島
市
、
薩
摩
川
内

市
、
出
水
市
、
姶
良
市
、
鹿
屋
市
、

西
之
表
市
、
奄
美
市

試
験
案
内
・
願
書
配
布
先　

(

一
財)

消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
鹿
児
島

県
支
部
、
県
消
防
保
安
課
、
県
内

各
消
防
本
部
、
各
町
村
役
場

願
書
受
付
期
間　

４
月
10
日
木
～

４
月
18
日
金

※
詳
し
く
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。（「
鹿
児
島
県　

危
険
物
取
扱
者
試
験
」
で
検
索
）

問
（
一
財
）
消
防
試
験
研
究
セ
ン

タ
ー
鹿
児
島
県
支
部

☎
０
９
９
‐
２
１
３
‐
４
５
７
７

森
林
は
、
豊
か
な
水
を
育
み
、
地

球
温
暖
化
や
土
砂
災
害
を
防
ぐ
な

ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
働
き
を
通
じ
て
、

私
た
ち
の
暮
ら
し
に
大
き
な
恵
み

を
も
た
ら
し
ま
す
。

み
ん
な
の
森
づ
く
り
県
民
税
は
、

こ
の
よ
う
な
働
き
を
持
つ
森
林
の

保
全
や
、
県
民
の
皆
さ
ま
が
森
林

に
ふ
れ
あ
う
機
会
の
提
供
、
森
林

･

林
業
の
学
習
や
体
験
活
動
な
ど
に

活
用
さ
れ
る
税
金
で
す
。

個
人
県
民
税
又
は
法

人
県
民
税
が
課
税

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

人
事
院
と
国
税
庁
で
は
、
国
税
専
門

官
採
用
試
験
（
大
学
卒
業
程
度
）
の

受
験
者
を
募
集
し
ま
す
。
受
験
資
格

等
の
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
人
事

院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
国
家
公
務
員
試

験
採
用
情
報
Ｎ
Ａ
Ｖ
Ｉ
）
を
ご
覧
い

た
だ
く
か
、
問
合
せ
先
ま
で
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

問
人
事
院
人
材
局
試
験
課

☎
０
３
‐
３
５
８
１
‐
５
３
１
１

問
熊
本
国
税
局
人
事
第
二
課
試
験
研

修
係

☎
０
９
６
‐
３
５
４
‐
６
１
７
１

毎
年
４
月
２
日
は
国
連
が
定
め
た

「
世
界
自
閉
症
啓
発
デ
ー
」、
ま
た
、

同
日
か
ら
８
日
ま
で
は
「
発
達
障
害

啓
発
週
間
」
で
す
。

自
閉
症
を
は
じ
め
と
す
る
発
達
障
害

の
方
は
、
他
人
の
意
図
や
感
情
を
直

感
的
に
理
解
し
た
り
、
言
葉
を
適
切

に
使
っ
た
り
す
る
こ
と
な
ど
が
苦
手

な
場
合
が
あ
り
、
学
校
や
職
場
で
さ

ま
ざ
ま
な
問
題
や
困
難
に
直
面
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
は
、
親
の
し
つ
け
や
家
庭
環

境
が
原
因
で
は
な
く
、
脳
機
能
の
発

達
に
関
係
す
る
も
の
で
、
見
た
目
に

は
障
害
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
に
く

い
た
め
、
行
動
や
態
度
が
誤
解
さ
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

発
達
障
害
の
特
徴
を
知
り
、
正
し
く

理
解
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
大
切
で

す
。

※
詳
し
く
は
、
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。（「
鹿
児
島
県　

世

界
自
閉
症
啓
発
デ
ー
」
で
検
索
）

問
県
庁
障
害
福
祉
課

☎
０
９
９
‐
２
８
６
‐
２
７
４
４

女
の
子
の
健
や
か

な
成
長
と
健
康

を
願
う
ひ
な
ま

つ
り
に
合
わ
せ
て
、

黎
明
館
１
階
ロ

ビ
ー
に
雛
人
形
を

展
示
し
ま
す
。

内
裏
雛
や
三
人
官
女
、
五
人
囃
子
、

随
身
な
ど
、
雅
や
か
で
か
わ
い
ら

し
い
雛
人
形
を
お
楽
し
み
い
た
だ

け
ま
す
。

開
催
日 　

４
月
３
日
木
ま
で

場
所　

 

歴
史
・
美
術
セ
ン
タ
ー
黎

明
館
１
階
ロ
ビ
ー

料
金　

無
料

問
鹿
児
島
県
歴
史
・
美
術
セ
ン
タ
ー

黎
明
館

☎
０
９
９
‐
２
２
２
‐
５
３
９
６

危
険
物
取
扱
者
は
、「
人
・
街
を
守

る
」
社
会
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る

お
知
ら
せ

国
税
専
門
官
採
用
試
験

世
界
自
閉
症
啓
発
デ
ー

危
険
物
取
扱
者
試
験

春

を

呼

ぶ

雛

飾

り

種　目 資　格 受　付 試験日

一般幹部候補生
（一般）

【大卒程度試験】
22歳以上26歳未満の方

※20歳以上22歳未満の方は大
卒（見込含）、修士課程修了者等
（見込含）は28歳未満の方

❶３月１日 ～ ４月 4 日
（一般・専門（陸））

❷３月１日～４月４日
（歯科・薬剤科）

❶４月12 日土・13 日日
※13 日は海・空飛行要員のみ

❷４月12日土
【院卒程度試験】

20歳以上28歳未満の方
修士課程修了者（見込含）

幹部候補曹 20歳以上33歳未満の方 １回目：３月１日 ～ 4月4日
２回目：４月23日 ～ ６月６日

１回目：４月12日 土
２回目：６月14日 土

一般曹候補生 18歳以上33歳未満の方 ３月１日 ～ ５月７日 ５月 24 日 土

自衛官候補生 18歳以上33歳未満の方 ３月１日 ～ ５月 29 日 ６月７日 土

予備自衛官補（一般） 18歳以上52歳未満の方 １月 22 日 ～ ４月８日 ４月 19 日 土

自衛官等採用案内

◉お問い合わせ先　
自衛隊鹿児島地方協力本部　鹿屋地域事務所
住所：鹿屋市西原 4-5-1　鹿屋合同庁舎１階　
電話：0994-42-4386 ホームページ

み
ん
な
の
森
づ
く
り
県
民
税

さ
れ
て
い
る
方
に
つ
い
て
、
次
の
と

お
り
納
め
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

個
人　

５
０
０
円
／
年

法
人　

均
等
割
額
の
５
％

皆
さ
ま
の
御
理
解
と
御
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

【
税
の
仕
組
み
に
関
す
る
こ
と
】

問
県
庁
税
務
課

☎
０
９
９
‐
２
８
６
‐
２
１
９
９

【
税
の
使
途
に
関
す
る
こ
と
】

問
県
庁
環
境
林
務
課

☎
０
９
９
‐
２
８
６
‐
３
３
３
２

引
越
し
や
結
婚
な
ど
で
住
所
や
氏
名

が
変
わ
っ
た
と
き
は
、
納
税
通
知
書

を
確
実
に
お
届
け
す
る
た
め
に
、
以

下
の
手
続
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

変
更
登
録　

必
要
書
類
に
つ
い
て

は
、
鹿
児
島
運
輸
支
局
、
奄
美
自
動

車
検
査
登
録
事
務
所
又
は
軽
自
動
車

検
査
協
会
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

住
所
や
名
前
な
ど
の
変
更
届
出　

鹿

児
島
地
域
振
興
局
自
動
車
税
課
へ
電

話
、
は
が
き
ま
た
は
県
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
電
子
申
請
で
届
出
を
し
て
く

だ
さ
い
。

届
出
用
の
は
が
き
は
、
納
税
通
知
書

に
同
封
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
県
の
各

地
域
振
興
局
・
支
庁
、
各
市
町
村
役

場
に
も
備
え
て
あ
り
ま
す
。

自
動
車
の
住
所
な
ど
の
変
更
手
続

と
も
に
、
中
小
企
業
者
な
ど
の
ご
意

見
を
今
後
の
施
策
へ
反
映
さ
せ
る
た

め
、「
中
小
企
業
・
小
規
模
企
業
振

興
に
関
す
る
意
見
交
換
会
」
を
開
催

し
ま
す
。

対
象　

中
小
企
業
者
、
小
規
模
企
業

者
、
中
小
企
業
関
係
団
体
、
市
町
村

な
ど

日
時　

４
月
７
日
月
13
時
30
分
～
16

時場
所　

大
隅
地
域
振
興
局
内
会
議
室

参
加
費　

無
料

申
込
み
方
法　

Ｆ
Ａ
Ｘ
、
メ
ー
ル

問
県
庁
中
小
企
業
支
援
課

☎
０
９
９
‐
２
８
６
‐
２
９
５
１

FAX
０
９
９
‐
２
８
６
‐
５
５
７
６

中
小
企
業
者
と
の
意
見
交
換
会

身近なことから振り返ってみませんか？
互いを認め合い尊重し、豊かで暮らしやすい社会へ

問教育課 生涯学習チーム    ☎ 22-0517

　「人権」とは、私たち一人ひとりが幸せに暮らしてい
くために、生まれながらにして持っている大切な権利
です。そんな大切な人権について身近なことから振り
返り、もう一度立ち止まって考えてみませんか？

　私たちの周りでは、性別、国籍、病気や障害の有無
などにより、人権が尊重されていないことがあります。
誤った知識、固定的な考えから生まれる差別や偏見に
気付き、一人ひとりが互いの個性や能力などを認め合
い尊重し、相手の立場に立って行動することにより、
豊かで暮らしやすい社会が実現するのではないでしょ
うか。

　教育課では、人権学習のための視聴覚教材や講師の
情報提供、出前講座等を実施しています。地域での研
修会などの実施にご活用ください。
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